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　奈良市青少年問題協議会条例施行規則の一部を改正する
規則をここに公布する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第６号

奈良市青少年問題協議会条例施行規則の一部を改正
する規則

　奈良市青少年問題協議会条例施行規則（昭和４０年奈良市

規則第４８号）の一部を次のように改正する。
　第１条中「奈良市青少年問題協議会条例（昭和４０年奈良
市条例第６号」の次に「。以下「条例」という。」を加え
る。
　第２条中「地方青少年問題協議会法（昭和２８年法律第８３
号）第３条第３項の規定により市長が任命する協議会の委
員」を「条例第３条第４項の規則で定める者」に改め、同
条第１号及び第２号を次のように改める。
　敢　関係行政機関の職員
　柑　青少年関係団体の代表者
　　　附　則
　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

（平成26年３月３１日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市役所連絡所設置規則の一部を改正する規則をここ
に公布する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第７号

奈良市役所連絡所設置規則の一部を改正する規則
　奈良市役所連絡所設置規則（昭和５２年奈良市規則第７号）
の一部を次のように改正する。
　別表奈良市都跡連絡所の項を削る。
　　　附　則
　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

（平成26年３月３１日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第８号

奈良市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則
　奈良市体育施設条例施行規則（平成２０年奈良市規則第９
号）の一部を次のように改正する。
　第２条第１項及び同条第３項第１号中「奈良市南部体育
館、」を削る。
　第１１条第１項第２号中「半額」を「市長が定める額」に
改める。
　別記第１号様式から第３号様式までの規定中「（あて先）」
を「（宛先）」に改める。
　別記第４号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に、
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別記第５号様式から第５号様式の３までの規定並びに別
記第１０号様式及び第１１号様式中「（あて先）」を「（宛先）」
に改める。

別記第１１号様式の６中「３０分券」を「　分券」に改める。
別記第１３号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に改める。
別記第１４号様式中

「　　　　　　　　　　　　　「
　　　主競技場　　　　　　　　　　

主競技場

　　　補助競技場       　　を　　　　
補助競技場

　　　　に改める。
　　　投てき練習場　　　　　　　　

投てき練習場

　　　　　　　　　　　」　　　　　
多目的広場

　　　」

「

既納の使用料

返還率 返 還 金 額

１００
円

承認書を必ず添付してください。

≪返還金振込先≫

金融機関名

本 店

支 店

出張所

口座の種別 普通・当座 口座番号

フリガナ

口座名義人
」

を

「

既納の使用料

返 還 請 求 金 額

円

承認書を必ず添付してください。

≪返還金振込先≫一般の金融機関又はゆうちょ銀行のどちらかを記入してください。

一 般 の

金融機関名

銀行

信金・金庫

農協・労金

本 店

支 店

出張所

口座の種別 普通・当座 口座番号

ゆうちょ銀行
店 番 記 号 番 号（口座番号）

１ ０

フリガナ

口座名義人
」

　別記第１５号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に改める。
　　　附　則
（施行期日）
１　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市体育施設条例施行規則の規定に基づき作成されてい
る用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することが
できる。

（平成26年３月３１日掲示済）

　　　 　　　
　奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布
する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第９号

奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律施行細則の一部を改正する規則

　奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

に改める。
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「（注）対象事業所は、共同生活介護（ケアホーム）、共同生活援助（グループホーム）」を「（注）対象事業所は、共同
生活援助（グループホーム）」に、「定率負担減免措置」を「自己負担減免措置」に改める。
　別記第２号様式中「　　　１　　２　　３　　　」を「　１　 ２ 　３ 　４ 　５　」に、「障害程度区分」を「障害支援区
分」に、「共同生活介護、共同生活援助又は重度障害者等包括支援」を「共同生活援助又は重度障害者等包括支援」に、
「療養介護・共同生活介護・共同生活援助・施設入所支援事業者記入欄」を「療養介護・共同生活援助・施設入所支援
事業者記入欄」に改める。
　別記第４号様式中
「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「障害程度区分」を「障害支援区分」に、
「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

るための法律施行細則（平成１８年奈良市規則第８０号）の一
部を次のように改正する。
　第２６条第６号中オを削り、カをオとし、キをカとする。
　第２７条第１項第６号中「次号及び第６号」を「第８号及
び第１０号」に改め、同号イ中「頭部保護帽」の次に「、携
帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレ
イ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブ
ルレコーダー、視覚障害者用活字等読上げ装置、視覚障害
者用拡大読書器、盲人用時計」を加え、「又は蓄尿袋」を
「、蓄尿袋又は収尿器」に改め、同項第１５号中オを削り、
カをオとし、キをカとする。
　第２８条第３項の表社会参加支援事業（自動車運転免許取
得事業）の項を削る。
　第２９条第３号中「１８，６００円（日常生活用具給付事業につ
いては、３７，２００円）」を「３７，２００円」に改める。
　別表特殊マットの項を次のように改める。

　別表移動・移乗支援用具の項を次のように改める。

　別表ネブライザーの項中「学齢児以上の」を削り、「本
装置」を「医師の意見書等により本装置の使用」に改め、
同表電気式たん吸引器の項中「学齢児以上の」を削る。
　別記第１号様式中

次のいずれかに該当する者
敢　３歳以上で、下肢又は体幹機能障害２級
以上
柑　３歳以上で、療育手帳Ａ１又はＡ２
桓　寝たきりの状態にある難病患者等で、医
師の意見書等によりその使用が必要と認め
られるもの

特殊マット

敢　３歳以上で、平衡機能又は下肢若しくは
体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等に
おいて介助を必要とする者
柑　下肢が不自由な難病患者等で、医師の意
見書等によりその使用が必要と認められる
もの

移動・移乗支援用具

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「障害程度区分」を「障害支援区分」に、
「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

精神障害者保健
福祉手帳番号

療育手帳
番号

身体障害者
手 帳 番 号

疾病名精神障害者保健
福祉手帳番号

療育手帳
番号

身体障害者
手 帳 番 号

□共同生活援助（グループホーム）□共同生活介護（ケアホーム）
□施　設　入　所　支　援

□共同生活援助（グループホーム）□施　設　入　所　支　援

精神障害者保健
福祉手帳番号

療育手帳
番号

身体障害者
手 帳 番 号

疾病名精神障害者保健
福祉手帳番号

療育手帳
番号

身体障害者
手 帳 番 号

□共同生活援助（グループホーム）□共同生活介護（ケアホーム）
□施　設　入　所　支　援

□共同生活援助（グループホーム）□施　設　入　所　支　援

「（注）対象事業所は、共同生活介護（ケアホーム）、共同生活援助（グループホーム）」を「（注）対象事業所は、共同
生活援助（グループホーム）」に、「定率負担減免措置」を「自己負担減免措置」に改める。
　別記第２５号様式中
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、

□　日常生活用具給付事業□　移動支援事業

□　地域活動支援センター事業□　訪問入浴サービス事業

□　日中一時支援事業□　自動車運転免許取得事業

□　経過的デイサービス事業□　自動車改造助成事業

□　更生訓練費給付事業

□　日常生活用具給付事業□　移動支援事業

□　地域活動支援センター事業□　訪問入浴サービス事業
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退 職 理 由 の 記 録

氏 名
（男・女）

生 年 月 日
年 月 日

（ 歳）

採用年月日 年 月 日所 属

退職年月日 年 月 日

給料月額
円

（ 級 号） 勤 続 期 間 年 月

退
職
の
理
由

参
考
事
項

作成者の職、氏名及び印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「　 　　　　

承　諾　書
　奈良市が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の地域生活
支援事業にかかる所得区分等の認定のために必要があると認めるときは、私及び世帯全
員の所得税及び住民税の課税状況並びに公的年金の受給状況、世帯の状況等の資料の提
供等について、関係当局に依頼することには異存がありません。
　　　　　　　年　　月　　日
　　（宛先）奈良市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　印　　

　　　附　則
　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、
第２９条第３号の改正規定は、同年７月１日から施行する。

（平成26年３月３１日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市立診療所処務規則を廃止する規則をここに公布す
る。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第１０号

奈良市立診療所処務規則を廃止する規則
　奈良市立診療所処務規則（昭和４３年奈良市規則第４１号）
は、廃止する。
　　　附　則
　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

（平成26年３月３１日掲示済）

　　　 　　　
　奈良市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改
正する規則をここに公布する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第１１号

奈良市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部
を改正する規則

　奈良市職員の退職手当に関する条例施行規則（昭和６０年
奈良市規則第３９号）の一部を次のように改正する。
　第３条の見出しを「（退職の理由の記録）」に改め、同条
第１項中「に係る勧奨」を「に係る退職の理由」に、「退
職勧奨」を「退職理由」に改め、同条第２項中「退職勧奨」
を「退職理由」に改める。
　別記様式を次のように改める。
別記様式（第３条関係）

□　日中一時支援事業□　自動車改造助成事業

□　経過的デイサービス事業□　更生訓練費給付事業

を削る。

」

　　　附　則
　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

（平成26年３月３１日掲示済）
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　奈良市病院事業会計規則の一部を改正する規則をここに
公布する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第１２号

奈良市病院事業会計規則の一部を改正する規則
　奈良市病院事業会計規則（平成１６年奈良市規則第７７号）
の一部を次のように改正する。
　第３９条各号を次のように改める。
　敢　有形固定資産　
ア　土地
イ　建物及び附属設備
ウ　構築物（土地に定着する土木設備又は工作物をい
う。）
エ　機械及び装置並びにその他の附属設備
オ　自動車その他の陸上運搬具
カ　工具、器具及び備品（耐用年数が１年以上かつ取
得価格が１０万円以上のものに限る。）
キ　リース資産（ファイナンス・リース取引における
リース物件の借主である資産であって、当該リース
物件がアからカまでに掲げるものである場合に限
る。）
ク　建設仮勘定（イからカまでに掲げる資産であって、
事業の用に供するものを建設した場合における支出
した金額及び当該建設の目的のために充当した材料
をいう。）
ケ　その他の有形資産であって、有形固定資産に属す
る資産とすべきもの

　柑　無形固定資産
ア　水利権
イ　借地権
ウ　地上権
エ　特許権
オ　施設利用権
カ　リース資産（ファイナンス・リース取引における
リース物件の借主であって、当該リース物件がイか
らオまでに掲げるものである場合に限る。）
キ　その他の無形資産であって、無形固定資産に属す
る資産とすべきもの

　桓　投資その他の資産　
ア　投資有価証券（１年内（当該事業年度の末日の翌
日から起算して１年以内の日をいう。）に満期の到来
する有価証券を除く。）

イ　出資金
ウ　長期貸付金
エ　基金
オ　その他の固定資産であって、投資その他の資産に
属する資産とすべきもの
カ　有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又
は繰延資産に属しない資産

　第４０条第３号中「無償で譲り受けた無形固定資産以外の」
を「譲与、贈与その他無償で取得した」に、「適正な見積
価額」を「公正な評価額」に改める。
　第５３条中「第８条第３項」を「第１５条第３項」に改める。
　第５４条に後段として次のように加える。
　この場合において、予算に関する説明書のうち、予定
キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるもの
とする。
　第６０条第２号を削り、同条第３号中「繰延勘定」を「繰
延収益」に改め、同号を同条第２号とし、同条中第４号を
第５号とし、同号の前に次の２号を加える。
　桓　資産の評価
　棺　引当金の計上
　第６２条に後段として次のように加える。
　この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成
は、予定キャッシュ・フロー計算書の作成の例による。
　第６２条中第１１号を第１２号とし、第７号から第１０号までを
１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。
　汗　キャッシュ・フロー計算書
　　　附　則
（施行期日）
１　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　この規則による改正後の奈良市病院事業会計規則の規
定は、平成２６年度の事業年度から適用し、平成２５年度以
前の事業年度については、なお従前の例による。

（平成26年３月３１日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公
布する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第１３号

奈良市税条例施行規則の一部を改正する規則
　奈良市税条例施行規則（昭和４６年奈良市規則第１５号）の
一部を次のように改正する。

　別記第１号様式、第２号様式、第７２号様式及び第７３号様式中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「交付日　　　　　年　　　月　　　日
「　　　年　　　月　　　日　　　交付」を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有効期限　　　　年　　　月　　　日　」
「３　本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。」を
「３　本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
４　退職、異動等により資格がなくなつたとき及び本証の有効期限が経過したときは、直ちにこれを返却しなければ
ならない。
５　本証を紛失又は損傷したときは、直ちに所属長に報告し、再交付を受けなければならない。 」
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に改める。
　　　附　則
　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

（平成26年３月３１日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市税等徴収緊急対策本部設置規則を廃止する規則を
ここに公布する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第１４号

奈良市税等徴収緊急対策本部設置規則を廃止する規
則

　奈良市税等徴収緊急対策本部設置規則（平成６年奈良市
規則第３１号）は、廃止する。
　　　附　則
　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

（平成26年３月３１日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市下水道条例施行規則等を廃止する規則をここに公
布する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第１５号

奈良市下水道条例施行規則等を廃止する規則
　次に掲げる規則は、廃止する。
敢　奈良市下水道条例施行規則（昭和５１年奈良市規則第
１０号）
柑　奈良市公共下水道の構造等の基準に関する条例施行
規則（平成２５年奈良市規則第２号）
桓　奈良市農業集落排水処理施設条例施行規則（平成１３
年奈良市規則第８号）
棺　奈良市排水設備指定工事店等に関する規則（昭和５１
年奈良市規則第１１号）
款　奈良市水洗便所設備費助成に関する条例施行規則
（昭和４０年奈良市規則第２５号）
歓　奈良市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給
に関する規則（平成３年奈良市規則第２０号）
汗　奈良都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施
行規則（昭和４５年奈良市規則第１８号）
漢　奈良市下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用
料の徴収事務委任に関する規則（昭和４１年奈良市規則
第３号）
澗　奈良市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
（平成６年奈良市規則第４９号）

　　　附　則
　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

（平成26年３月３１日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市都市下水路条例施行規則をここに公布する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

奈良市規則第１６号
奈良市都市下水路条例施行規則

（趣旨）
第１条　この規則は、奈良市都市下水路条例（平成２５年奈
良市条例第７９号。以下「条例」という。）の施行に関し
必要な事項を定めるものとする。
　（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるお
それのない排水施設）
第２条　条例第３条第３号に規定する規則で定める排水施
設は、次の各号のいずれかに該当する排水施設（これら
の施設を補完する施設を含む。）とする。
敢　排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るお
それのない構造のもの
柑　人が立ち入ることが予定される部分を有する場合に
は、当該部分を流下する下水の上流端における水質が
次に掲げる基準に適合するもの
ア　下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第６条
に規定する基準
イ　大腸菌が検出されないこと。
ウ　濁度が２度以下であること。
桓　前２号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状
況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみ
て、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じ
るおそれがないと認められるもの

２　前項第２号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行
規則（昭和４２年建設省令第３７号）第４条の３第２項に規
定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合に
おける検出値によるものとする。
（地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないた
めの措置）
第３条　条例第３条第５号の規則で定める措置は、次に掲
げる措置とする。
敢　排水施設の周辺の地盤（埋戻し土を含む。次号及び
第４号において同じ。）に液状化が生じるおそれがある
場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、
埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋
戻し又は 杭 基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は

くい

軽減のための措置
柑　排水施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれが
ある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設
置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
桓　排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に
損傷が生じるおそれがある場合においては、 可  撓 継手

か とう

又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽
減のための措置
棺　前３号に定めるもののほか、施設に用いられる材
料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、下
水道法施行令第５条の８第５号の国土交通大臣が定め
る措置を定める件（平成１７年国土交通省告示第１２９１号）
第２条に規定する耐震性能を確保するために必要と認
められる措置
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（排水管の内径及び排水 渠 の断面積の数値）
きょ

第４条　条例第３条第６号に規定する規則で定める排水管
の内径の数値は１００ミリメートル（自然流下によらない排
水管にあっては、３０ミリメートル）とし、同号に規定す
る規則で定める排水渠の断面積の数値は５，０００平方ミリ
メートルとする。
（行為の許可申請等）
第５条　条例第７条の規定による申請は、制限行為許可申
請書（別記第１号様式）によって行わなければならない。
２　前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければ
ならない。
敢　方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取
図
柑　施設又は工作物その他の物件の平面図、断面図及び
配置図
桓　施設又は工作物その他の物件の設置が隣接の土地又
は建築物の所有者、使用者又は占有者との利害関係を
生じると認められるときは、当該土地又は建築物の所
有者、使用者又は占有者の同意書
棺　前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図
書

３　市長は、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２９条第２
項の規定により許可することを決定したときは、制限行
為許可書（別記第２号様式）を交付するものとし、許可
しないことを決定したときは、その旨を通知するものと
する。
（軽微な行為等の届出）
第６条　条例第８条第２項の規定により軽微な行為又は軽
微な変更の届出をしようとする者は、軽微な行為等届
（別記第３号様式）を市長に提出しなければならない。
（占用の許可申請等）
第７条　条例第１０条第１項の規定により占用の許可を受け
ようとする者（許可を受けた事項を変更しようとする者
を含む。）は、都市下水路敷地占用許可申請書（別記第
４号様式）を市長に提出しなければならない。
２　前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければ
ならない。
敢　方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取
図
柑　設置しようとする工作物その他の物件の平面図、断
面図及び配置図
桓　占用の求積図
棺　工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物
の所有者、使用者又は占有者との利害関係を生じると
認められる場合にあっては、当該土地又は建築物の所
有者、使用者又は占有者の同意書
款　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図
書

３　市長は、条例第１０条第２項の規定により許可すること
を決定したときは、都市下水路敷地占用許可書（別記第
５号様式）を交付するものとし、許可しないことを決定

したときは、その旨を通知するものとする。
４　占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直
ちにその旨を市長に届け出なければならない。
敢　相続又は法人の合併若しくは分割（当該占用を承継
したものに限る。）により占用者の名義を変更したと
き。
柑　占用者が住所又は氏名若しくは名称を変更したと
き。
（占用期間）
第８条　条例第１１条の規定により市長が定める占用期間
は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に
掲げる期間とする。占用期間が満了した場合において、
これを更新しようとするときの占用期間についても同様
とする。
敢　電柱、電線、水道管及びガス管その他の埋設管類を
設けるための占用　１０年以内
柑　鉄道又は軌道敷設のための占用　１０年以内
桓　通路又は架橋のための占用　５年以内
棺　板囲、物置場その他これらに類するもののための占
用　５年以内
款　前各号に掲げるもの以外のもののための占用　３年
以内
（権利の譲渡等の承認）
第９条　条例第１２条ただし書の規定により権利の譲渡等の
承認を受けようとする者は、都市下水路敷地占用権移転
承認申請書（別記第６号様式）を市長に提出しなければ
ならない。
２　市長は、当該占用に係る権利の譲渡又は転貸を承認す
ることを決定したときは、都市下水路敷地占用権移転承
認書（別記第７号様式）を交付するものとし、承認しな
いことを決定したときは、その旨を通知するものとす
る。
（原状回復の届出）
第１０条　条例第１６条第２項の規定により原状回復の届出を
しようとする者は、都市下水路敷地原状回復届（別記第
８号様式）を市長に提出しなければならない。
（占用料の免除等）
第１１条　条例第１７条の規定により占用料の全部若しくは一
部の徴収の免除又は猶予を受けようとする者は、都市下
水路占用料免除等申請書（別記第９号様式）を市長に提
出しなければならない。
　　　附　則
（施行期日）
１　 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に
奈良市下水道条例施行規則（昭和５１年奈良市条例第１０号）
の規定によりなされた都市下水路に係る申請その他の行
為は、施行日以後においては、この規則の相当規定によ
りなされたものとみなす。
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請
者
住
所

氏
名

様

奈
良
市
長

□ 印

年
月

日
付
け
で
申
請
（
変
更
申
請
）
の
あ
っ
た
都
市
下
水
路
の
敷
地
の
占

用
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
許
可
し
ま
す
。

占
用
場
所
奈
良
市

占
用
目
的

占
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

占
用
面
積

㎡
占
用
料

円

（
条
件
）

第
６
号
様
式
（
第
９
条
関
係
） 都
市
下
水
路
敷
地
占
用
権
移
転
承
認
申
請
書

年
月

日

（
宛
先
）
奈
良
市
長

申
請
者
住
所

（
占
用
者
）
氏
名

○印

（
電
話

）

都
市
下
水
路
の
敷
地
の
占
用
権
を
移
転
す
る
こ
と
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
た
い
の
で
、
次
の
と

お
り
申
請
し
ま
す
。

占
用
場
所
奈
良
市

占
用
許
可
年

月
日
及
び

占
用
期
間

年
月
日
許
可

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

占
用
面
積

㎡

移
転
の
種
類
１
譲
渡

２
転
貸

３
そ
の
他
（

）

移
転
年
月
日

年
月

日
転
貸
期
間

年
月
日
か
ら
年
月

日
ま
で

移
転
の
相
手
住
所

氏
名

○ 印
（
電
話

）

移
転
の
理
由
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第
７
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

都
市
下
水
路
敷
地
占
用
権
移
転
承
認
書

年
月

日

申
請
者
住
所

氏
名

様

奈
良
市
長

□印

年
月

日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
都
市
下
水
路
の
敷
地
の
占
用
権
を
移
転
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
承
認
し
ま
す
。

占
用
場
所
奈
良
市

占
用
許
可

期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

占
用
面
積

㎡

移
転
の
種
類
１
譲
渡

２
転
貸

３
そ
の
他
（

）

移
転
年
月
日

年
月

日
転
貸
期
間

年
月
日
か
ら
年
月

日
ま
で

移
転
の
相
手
住
所

氏
名

（
電
話

）

（
条
件
）

第
８
号
様
式
（
第
10
条
関
係
）

都
市
下
水
路
敷
地
原
状
回
復
届

年
月

日

（
宛
先
）
奈
良
市
長

届
出
者
住
所

（
占
用
者
）
氏
名

○ 印
（
電
話

）

都
市
下
水
路
の
敷
地
を
原
状
に
回
復
す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

占
用
場
所
奈
良
市

占
用
許
可
年

月
日
及
び

許
可
期
間

年
月

日
許
可

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

原
状
回
復
の

理
由

原
状
回
復
の

方
法

着
手
予
定
日

年
月

日
完
了
予
定
日

年
月

日
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（平成26年３月３１日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則を
ここに公布する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第１７号

奈良市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細
則

（趣旨）
第１条　この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法
律（平成７年法律第１２３号。以下「法」という。）の施行
に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
（平成７年政令第４２９号。以下「令」という。）及び建築
物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成７年建
設省令第２８号。以下「省令」という。）に定めるものの
ほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この規則において使用する用語は、法、令及び省
令において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲
げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに
よる。
敢　耐震判定委員会　一般財団法人日本建築防災協会が
事務局である既存建築物耐震診断・改修等推進全国
ネットワーク委員会に登録されている耐震判定委員会
柑　判定書等　耐震判定委員会が建築物の耐震診断及び
耐震改修の実施について、技術指針事項に基づき判定

し、評価した書類及びその添付書類
（要安全確認計画記載建築物の耐震診断及び結果の報告
に添付する書類）
第３条　省令第５条第４項の規定により市長が規則で定め
る書類は、次に掲げるとおりとする。
敢　判定書等の写し。ただし、平成２５年１１月２５日前に
行った耐震診断において、判定書等の交付を受けな
かった場合は、これと同等と認められるもの
柑　耐震診断を行った者が省令第５条第１項各号のいず
れかに掲げる者であることを証する書類（平成２５年１１
月２５日以後に耐震診断を実施したものに限る。）
桓　付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図
棺　その他市長が必要と認める書類
２　前項の規定にかかわらず、市長が同項に定める書類の
添付の必要がないと認めるときは、これを省略すること
ができる。
（要安全確認計画記載建築物に係る報告）
第４条　要安全確認計画記載建築物の所有者は、法第１３条
第１項の規定による報告を求められたときは、要安全確
認計画記載建築物の地震に対する安全性等に関する報告
書（別記第１号様式）に市長が必要と認める書類を添え
て市長に報告しなければならない。
（特定既存耐震不適格建築物に係る公表）
第５条　法第１５条第３項の規定による公表は、次に掲げる
事項を市のホームページに掲載することにより行うもの
とする。
敢　法第１５条第２項の規定による指示を受けた者の氏名

第
９
号
様
式
（
第
11
条
関
係
）

都
市
下
水
路
占
用
料
免
除
等
申
請
書

年
月

日

（
宛
先
）
奈
良
市
長

申
請
者
住
所

氏
名

○印

（
電
話

）

都
市
下
水
路
占
用
料
の
免
除
等
を
受
け
た
い
の
で
、
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

占
用

場
所

占
用

目
的

占
用

期
間

年
月

日
～

年
月

日
日

占
用

料

免
除
等
申
請
占
用
料

免
除
等
申
請
理
由

そ
の

他
の
事

項
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又は名称及び法人にあっては、代表者の氏名
柑　指示に係る建築物の所在地及び概要
桓　第１号の指示をした年月日及びその内容
（特定既存耐震不適格建築物に係る報告）
第６条　特定既存耐震不適格建築物の所有者は、法第１５条
第４項の規定による報告を求められたときは、特定既存
耐震不適格建築物の地震に対する安全性等に関する報告
書（別記第２号様式）に市長が必要と認める書類を添え
て市長に報告しなければならない。
（計画の認定の申請書に添付する書類）
第７条　省令第２８条第２項の規定により市長が規則で定め
る書類は、次に掲げるとおりとする。
敢　判定書等の写し
柑　当該建築物の耐震改修の工事の工程表（工事の着手
及び完了予定時期を記入し、工事が中断する場合は、
その理由を記入すること。）
桓　付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図
棺　その他市長が必要と認める書類

２　前項の規定にかかわらず、市長が同項に定める書類の
添付の必要がないと認めるときは、これを省略すること
ができる。
（計画の認定に係る軽微な変更）
第８条　認定事業者は、省令第３２条に規定する軽微な変更
を行う場合は、速やかに、耐震改修計画認定に係る変更
届（別記第３号様式）により市長に届け出なければなら
ない。
（計画の変更）
第９条　認定事業者は、法第１８条第１項の規定による計画
の変更の認定を受けようとするときは、耐震改修計画変
更認定申請書（別記第４号様式）に変更に係る部分につ
いて変更前及び変更後を明示した書類を添えて市長に提
出しなければならない。
２　市長は、法第１８条第１項の規定による計画の変更の認
定をしたときは、速やかに、その旨を耐震改修計画変更
認定通知書（別記第５号様式）により通知するものとす
る。
（計画の認定に係る報告）
第１０条　認定事業者は、法第１９条の規定による報告を求め
られたときは、耐震改修計画認定建築物状況報告書（別
記第６号様式）に市長が必要と認める書類を添えて市長
に報告しなければならない。
（計画の認定に係る申請の取下げ）
第１１条　計画の認定又は計画の変更の認定を申請した者
は、計画の認定又は計画の変更の認定を受ける前に当該
認定の申請を取り下げようとする場合は、耐震改修計画
認定申請取下げ届（別記第７号様式）により市長に届け
出なければならない。
（計画の認定に係る工事の取りやめ）
第１２条　認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の工事
を取りやめようとするときは、耐震改修計画認定建築物
工事取りやめ届（別記第８号様式）に認定通知書を添え

て市長に届け出なければならない。
（計画の認定に係る名義の変更）
第１３条　認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修工事が
完了する前に認定事業者に変更があった場合は、認定事
業者の変更届（別記第９号様式）により市長に届け出な
ければならない。
（工事の完了の報告）
第１４条　認定事業者は、計画認定建築物の工事が完了した
ときは、速やかに、計画認定建築物耐震改修工事完了報
告書（別記第１０号様式）に次に掲げる書類を添えて市長
に提出しなければならない。
敢　耐震改修工事の作業状況及び完成状況がわかる写真
柑　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「基準法」と
いう。）第６条第１項の規定による確認又は同法第１８条
第２項の規定による通知を要するものである場合にお
いては、同法第７条第５項、同法第７条の２第５項若
しくは同法第１８条第１６項の規定により交付された検査
済証の写し又はこれに代わる書類
桓　その他市長が必要と認める書類
２　市長は、前項の報告書の提出があった場合において、
当該耐震改修工事が計画の認定をした内容のとおり施工
されていると認めたときは、耐震改修工事完了通知書
（別記第１１号様式）により認定事業者に通知するものと
する。
（地震に対する安全性に係る認定の申請書に添付する書
類）
第１５条　省令第３３条第１項の規定により市長が規則で定め
る書類は、次に掲げるとおりとする。
敢　基準法第６条第４項、同法第６条の２第１項若しく
は同法第１８条第３項の規定により交付された確認済証
の写し又はこれに代わる書類（以下「確認済証の写し
等」という。）
柑　付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図
桓　その他市長が必要と認める書類
２　省令第３３条第２項第１号の規定により市長が規則で定
める書類は、次に掲げるとおりとする。
敢　判定書等の写し
柑　耐震診断を行った者が省令第５条第１項各号のいず
れかに掲げる者であることを証する書類
桓　付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図
棺　その他市長が必要と認める書類
３　省令第３３条第２項第２号の規定により市長が規則で定
める書類は、次に掲げるとおりとする。
敢　確認済証の写し等
柑　付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図
桓　その他市長が必要と認める書類
４　前３項の規定にかかわらず、市長が同項に定める書類
の添付の必要がないと認めるときは、これを省略するこ
とができる。
（地震に対する安全性に係る認定に係る申請の取下げ）
第１６条　法第２２条第１項の規定による認定の申請をした者
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は、同条第２項の規定による認定を受ける前に当該認定
の申請を取り下げようとする場合は、基準適合認定建築
物認定申請取下げ届（別記第１２号様式）により市長に届
け出なければならない。
（基準適合認定建築物に係る報告）
第１７条　法第２２条第２項の規定による認定を受けた者は、
法第２４条第１項の規定による報告を求められたときは、
基準適合認定建築物状況報告書（別記第１３号様式）によ
り市長に報告しなければならない。
（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請
書に添付する書類）
第１８条　省令第３７条第１項第３号の規定により市長が規則
で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
敢　判定書等の写し
柑　耐震診断を行った者が省令第５条第１項各号のいず
れかに掲げる者であることを証する書類
桓　付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図
棺　その他市長が必要と認める書類

２　前項の規定にかかわらず、市長が同項に定める書類の
添付の必要がないと認めるときは、これを省略すること
ができる。
（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定に係る
申請の取下げ）
第１９条　法第２５条第１項の規定による認定の申請をした者
は、同条第２項の規定による認定を受ける前に当該認定
の申請を取り下げようとする場合は、要耐震改修認定建
築物認定申請取下げ届（別記第１４号様式）により市長に
届け出なければならない。
（耐震改修認定建築物に係る公表）
第２０条　法第２７条第３項の規定による公表は、次に掲げる

事項を市のホームページに掲載することにより行うもの
とする。
敢　法第２７条第２項の規定による指示を受けた者の氏名
又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
柑　指示に係る建築物の所在地及び概要
桓　第１号の指示をした年月日及びその内容
（耐震改修認定建築物に係る報告）
第２１条　要耐震改修認定建築物の区分所有者は、法第２７条
第４項の規定による報告を求められたときは、要耐震改
修認定建築物状況報告書（別記第１５号様式）に市長が必
要と認める書類を添えて市長に報告しなければならな
い。
（補則）
第２２条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、そ
の都度市長が定める。
　　　附　則
（施行期日）
１　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。
（準用）
２　第３条の規定は、法附則第３条第１項の規定による報
告について、第４条の規定は、法附則第３条第３項で準
用する法第１３条第１項の規定による報告に準用する。こ
の場合において、第３条中「省令第５条第４項」とある
のは「省令附則第３条において準用する省令第５条第４
項」と、第４条中「法第１３条第１項」とあるのは「法附
則第３条第３項において準用する法第１３条第１項」と、
「要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性等に
関する報告書（別記第１号様式）」とあるのは「要緊急
安全確認大規模建築物の地震に対する安全性等に関する
報告書（別記第１６号様式）」と読み替えるものとする。
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第
１
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）

要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
等
に
関
す
る
報
告
書

年
月

日
（
宛
先
）
奈
良
市
長

報
告
者
の
住
所
又
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

報
告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

○印

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
１
3条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
設
計
及
び
施
工
に
係
る

事
項
の
う
ち
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
も
の
並
び
に
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

1
敷
地
の
地
名
地
番

奈
良
市

2
設
計
者
又
は
施
工
者
等
の

住
所

・
氏

名
電
話

(
)

3
要
安
全
確
認
計
画

記
載
建
築
物
の
概
要

建
築
確
認
通
知
及
び
適
合
す
る

旨
の
通
知
年
月
日
及
び
番
号

年
月

日
第

号

検
査
済
証
交
付
年
月
日

及
び

番
号

年
月

日
第

号

用
途

階
数

延
べ
面
積

㎡
建
築
面
積

㎡

構
造

4
報

告
事

項

※
受
付
欄

※
決
裁
欄

年
月

日

第
号

係
員
印

注
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

別
記

第
２
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

特
定
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
等
に
関
す
る
報
告
書

年
月

日
（
宛
先
）
奈
良
市
長

報
告
者
の
住
所
又
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

報
告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

○印

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
15
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
設
計
及
び
施
工
に
係
る

事
項
の
う
ち
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
も
の
並
び
に
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

1
敷
地
の
地
名
地
番

奈
良
市

2
設
計
者
又
は
施
工
者
等
の

住
所

・
氏

名
電
話

(
)

3
特
定
既
存
耐
震
不
適
格

建
築
物
の
概
要

建
築
確
認
通
知
及
び
適
合
す
る

旨
の
通
知
年
月
日
及
び
番
号

年
月

日
第

号

検
査
済
証
交
付
年
月
日

及
び

番
号

年
月

日
第

号

用
途

階
数

延
べ
面
積

㎡
建
築
面
積

㎡

構
造

4
報

告
事

項

※
受
付
欄

※
決
裁
欄

年
月

日

第
号

係
員
印

注
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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第
３
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

耐
震
改
修
計
画
認
定
に
係
る
変
更
届

年
月

日
（
宛
先
）
奈
良
市
長

認
定
事
業
者
住
所

氏
名

㊞
(法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の

所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

年
月

日
付
け
第

号
に
よ
り
計
画
の
認
定
を
受
け
た
認
定
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
計
画
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
８
条
の
規
定
に

基
づ
き
届
け
出
ま
す
。

1
認
定
建
築
物
の
地
名
地
番

奈
良
市

2
認
定
建
築
物
の
概
要

認
定

年
月

日
年

月
日

認
定

番
号

第
号

用
途

用
途

延
べ
面
積

㎡
延
べ
面
積

㎡

構
造

3
変
更
理
由
及
び
内
容

※
受
付
欄

※
決
裁
欄

年
月

日

第
号

係
員
印

注
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

第
４
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

耐
震
改
修
計
画
変
更
認
定
申
請
書

年
月

日
（
宛
先
）
奈
良
市
長

認
定
事
業
者
住
所

氏
名

㊞
(法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の

所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

年
月

日
付
け
第

号
に
よ
り
計
画
の
認
定
を
受
け
た
認
定
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
計
画
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
18
条
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
き
認
定
を
申
請
し
ま
す
。

1
認
定
建
築
物
の
地
名
地
番

2
認
定
建
築
物
の
概
要

認
定

年
月

日
年

月
日

認
定

番
号

第
号

用
途

階
数

延
べ
面
積

㎡
建
築
面
積

㎡

構
造

3
変
更
理
由
及
び
内
容

※
受
付
欄

※
決
裁
欄

年
月

日

第
号

係
員
印

注
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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第
５
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

耐
震
改
修
計
画
変
更
認
定
通
知
書

認
定
番
号
第

号
認
定
年
月
日

年
月

日

住
所

氏
名

様
(法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の

所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

奈
良
市
長

印

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
18
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
の
で
通
知
し

ま
す
。

1
変
更
申
請
年
月
日

年
月

日

2
認
定
建
築
物
の
地
名
地
番

奈
良
市

3
認
定
建
築
物
の
概
要

認
定

年
月

日
年

月
日

認
定

番
号

第
号

用
途

用
途

延
べ
面
積

㎡
延
べ
面
積

㎡

構
造

4
そ

の
他

事
項

第
６
号
様
式
（
第
10
条
関
係
）

耐
震
改
修
計
画
認
定
建
築
物
状
況
報
告
書

年
月

日
（
宛
先
）
奈
良
市
長

認
定
事
業
者
住
所

氏
名

㊞
(法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の

所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

年
月

日
付
け
第

号
に
よ
り
計
画
の
認
定
を
受
け
た
認
定
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
計
画
に
つ
い

て
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
19
条
の
規
定
に
基
づ
き
報
告
し
ま
す
。

1
認
定
建
築
物
の
地
名
地
番

奈
良
市

2
認
定
建
築
物
の
概
要

認
定

年
月

日
年

月
日

認
定

番
号

第
号

用
途

用
途

延
べ
面
積

㎡
建
築
面
積

㎡

構
造

3
耐
震
改
修
の
実
施
状
況

着
手

の
年

月
日

年
月

日

完
了

の
年

月
日

年
月

日

4
そ
の
他
報
告
事
項

※
受
付
欄

※
決
裁
欄

年
月

日

第
号

係
員
印

注
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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第
７
号
様
式
（
第
11
条
関
係
）

耐
震
改
修
計
画
認
定
申
請
取
下
げ
届

年
月

日
（
宛
先
）
奈
良
市
長

申
請
者
の
住
所
又
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

報
告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

年
月

日
付
け
で
受
付
さ
れ
た
建
築
物
の
申
請
に
つ
い
て
、
下
記
の
理
由
に
よ
り
取
り
下
げ
た
い
の
で
、
奈

良
市
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
11
条
の
規
定
に
基
づ
き
届
け
出
ま
す
。

記

1
申

請
年

月
日

年
月

日

2
申
請
建
築
物
の
概
要

3
申
請
建
築
物
の
地
名
地
番

奈
良
市

4
取

下
げ

理
由

※
受
付
欄

※
決
裁
欄

年
月

日

第
号

係
員
印

注
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

第
８
号
様
式
（
第
12
条
関
係
）

耐
震
改
修
計
画
認
定
建
築
物
工
事
取
り
や
め
届

年
月

日
（
宛
先
）
奈
良
市
長

認
定
事
業
者
住
所

氏
名

㊞
(法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の

所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

年
月

日
付
け
第

号
に
よ
り
計
画
の
認
定
を
受
け
た
認
定
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
計
画
に
つ
い

て
、
下
記
の
理
由
に
よ
り
取
り
や
め
た
い
の
で
、
奈
良
市
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
12
条

の
規
定
に
基
づ
き
届
け
出
ま
す
。

記

1
認

定
年

月
日

年
月

日

2
認

定
番

号
第

号

3
認
定
建
築
物
の
地
名
地
番

奈
良
市

4
取
り
や
め
理
由

※
受
付
欄

※
決
裁
欄

年
月

日

第
号

係
員
印

注
１
認
定
通
知
書
（
変
更
認
定
を
受
け
た
者
は
、
認
定
通
知
書
及
び
変
更
認
定
通
知
書
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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第
９
号
様
式
（
第
13
条
関
係
）

認
定

事
業

者
の

変
更

届

年
月

日
（
宛
先
）
奈
良
市
長

認
定
事
業
者
住
所

氏
名

㊞
(法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の

所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

年
月

日
付
け
第

号
に
よ
り
計
画
の
認
定
を
受
け
た
認
定
建
築
物
に
係
る
認
定
事
業
者
を
次
の

と
お
り
変
更
し
た
い
の
で
、
奈
良
市
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
13
条
の
規
定
に
基
づ
き
届

け
出
ま
す
。

1
認

定
年

月
日

年
月

日

2
認

定
番

号
第

号

3
認
定
建
築
物
の
地
名
地
番

奈
良
市

4
新
認
定
事
業
者

住
所

氏
名

○印

5
旧
認
定
事
業
者

住
所

氏
名

○印

※
受
付
欄

※
決
裁
欄

年
月

日

第
号

係
員
印

注
１
認
定
通
知
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

第
10
号
様
式
（
第
14
条
関
係
）

（
第
１
面
）

計
画
認
定
建
築
物
耐
震
改
修
工
事
完
了
報
告
書

（
宛
先
）
奈
良
市
長

認
定
事
業
者
住
所

氏
名

㊞
(法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の

所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

年
月

日
付
け
第

号
に
よ
り
計
画
の
認
定
を
受
け
た
耐
震
改
修
計
画
に
基
づ
き
、
適
切
に
耐

震
改
修
工
事
を
実
施
し
た
の
で
、
奈
良
市
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
14
条
の
規
定
に
基
づ

き
報
告
し
ま
す
。

1
認

定
年

月
日

年
月

日

2
認

定
番

号
第

号

3
認
定
建
築
物
の
地
名
地
番

奈
良
市

報
告

者
氏
名

住
所

電
話

改
修
設
計
者

氏
名

住
所

電
話

工
事
監
理
者

氏
名

住
所

電
話

工
事
施
工
者

氏
名

住
所

電
話

建
築
物
概
要

用
途

階
数

延
べ
面
積

㎡
建
築
面
積

㎡
構

造
工
事
期
間

改
修
概
要
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平成２７年３月３日 　

（火 曜 日） 奈 良 市 公 報

― 20 ―

（
第
２
面
－
１
）

◆
工
事
監
理
の
状
況

照
合
内
容

照
合
結
果

特
記

鉄 筋 工 事

材
料

鉄
筋
の
規
格
・
品
質

良
・
否

施
工

鉄
筋
の
継
手
・
定
着
の
状
況

良
・
否

鉄
筋
の
径
・
本
数
・
ピ
ッ
チ
・
位
置
・
形
状

良
・
否

ガ
ス
圧
接
試
験

良
・
否

あ と 施 工 ア ン カ 工 事

材
料

あ
と
施
工
ア
ン
カ
ー
の
規
格
・
品
質

良
・
否

施
工

埋
設
鉄
筋
等
の
確
認

良
・
否

穿せ
ん

穴
深
さ

良
・
否

孔
内
清
掃

良
・
否

ア
ン
カ
ー
筋
の
埋
め
込
み
深
さ

良
・
否

施
工
確
認
試
験
（
引
張
試
験
、
打
音
試
験
）

良
・
否

コ ン ク リ ト 工 事

材
料

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
種
類
・
調
合
・
品
質

良
・
否

施
工

既
存
取
り
合
い
部
の
目
荒
ら
し
状
況

良
・
否

か
ぶ
り
厚
さ

良
・
否

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
込
み
・
締
め
固
め

良
・
否

養
生
方
法
及
び
期
間

良
・
否

打
設
後
の
状
況
（
既
存
構
造
体
と
の
取
り
合
い
）

良
・
否

部
材
の
位
置
及
び
断
面
寸
法

良
・
否

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
縮
強
度
試
験

良
・
否

鉄 骨 工 事

材
料

鋼
材
の
規
格
・
品
質

良
・
否

高
力
ボ
ル
ト
の
規
格
・
品
質

良
・
否

溶
接
材
料

良
・
否

施
工

鋼
材
の
継
手
の
位
置
・
方
法

良
・
否

ブ
レ
ー
ス
の
接
合
部
の
状
況

良
・
否

溶
接
の
状
況

良
・
否

ス
カ
ラ
ッ
プ
・
エ
ン
ド
タ
ブ
・
裏
当
て
金
物
の
状
況

良
・
否

高
力
ボ
ル
ト
の
径
・
本
数
・
添
え
板
厚
・
ピ
ッ
チ

良
・
否

高
力
ボ
ル
ト
の
摩
擦
接
合
面
の
状
況

良
・
否

高
力
ボ
ル
ト
の
締
め
付
け
状
況

良
・
否

鉄 骨 工 事

施
工

ス
タ
ッ
ド
ボ
ル
ト
の
径
・
ピ
ッ
チ
・
本
数

良
・
否

接
合
部
試
験

良
・
否

ス
タ
ッ
ド
ボ
ル
ト
の
打
撃
曲
げ
試
験

良
・
否

注
１

耐
震
改
修
工
事
の
工
法
に
応
じ
た
照
合
内
容
欄
の
照
合
結
果
に
つ
い
て
、
良
又
は
否
の
い
ず
れ
か
を
○
で
囲
ん

で
く
だ
さ
い
。

２
照
合
内
容
欄
に
は
、
一
般
的
な
内
容
を
例
と
し
て
記
載
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
採
用
し
た
工
法
に
よ
り
照
合
内

容
が
該
当
し
な
い
場
合
は
、
照
合
し
た
内
容
を
適
宜
追
加
、
削
除
し
て
く
だ
さ
い
。

３
上
記
の
工
事
監
理
の
状
況
か
ら
分
か
る
写
真
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。（
１
部
説
明
書
き
付
き
）
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（
第
２
面
－
２
）

◆
工
事
監
理
の
状
況

照
合
内
容

照
合
結
果

特
記

グ ラ ウ ト 工 事

材
料

グ
ラ
ウ
ト
材
の
規
格
・
品
質

良
・
否

施
工

空
気
抜
き
穴
の
位
置

良
・
否

打
ち
継
ぎ
面
の
清
掃

良
・
否

養
生
方
法
及
び
期
間

良
・
否

打
設
後
の
状
況
（
既
存
構
造
体
と
の
取
り
合
い
）

良
・
否

グ
ラ
ウ
ト
材
圧
縮
強
度
試
験

良
・
否

連 続 繊 維 シ ト 工 事

材
料

連
続
繊
維
シ
ー
ト
の
規
格
・
品
質

良
・
否

プ
ラ
イ
マ
ー
、
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
の
規
格
・
品
質

良
・
否

良
・
否

施
工

下
地
処
理
状
況

良
・
否

プ
ラ
イ
マ
ー
の
塗
布
状
態
・
使
用
量

良
・
否

エ
ポ
キ
シ
樹
脂
の
塗
布
状
況
・
使
用
量

良
・
否

連
続
繊
維
シ
ー
ト
の
重
ね
長
さ

良
・
否

空
隙
・
気
泡
・
し
わ
等
の
状
態

良
・
否

耐 震 ス リ ト 新 設 工 事

材
料

充
填
剤
の
規
格
・
品
質

良
・
否

施
工

ス
リ
ッ
ト
の
位
置
・
幅
・
深
さ

良
・
否

既
存
埋
設
鉄
筋
の
状
況

良
・
否

切
断
面
に
露
出
し
た
鉄
筋
の
防
錆せ
い

処
理

良
・
否

充
填
剤
の
取
付
け
状
況
（
耐
火
性
能
・
止
水
性
能
）

良
・
否

注
１
耐
震
改
修
工
事
の
工
法
に
応
じ
た
照
合
内
容
欄
の
照
合
結
果
に
つ
い
て
、
良
又
は
否
の
い
ず
れ
か
を
○
で
囲
ん

で
く
だ
さ
い
。

２
照
合
内
容
欄
に
は
、
一
般
的
な
内
容
を
例
と
し
て
記
載
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
採
用
し
た
工
法
に
よ
り
照
合
内

容
が
該
当
し
な
い
場
合
は
、
照
合
し
た
内
容
を
適
宜
追
加
、
削
除
し
て
く
だ
さ
い
。

３
上
記
の
工
事
監
理
の
状
況
か
ら
分
か
る
写
真
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。（
１
部
説
明
書
き
付
き
）

第
11
号
様
式
（
第
14
条
関
係
）

耐
震
改
修
工
事
完
了
通
知
書

第
号

年
月

日

認
定
事
業
者
住
所

氏
名

様

奈
良
市
長

印

下
記
の
耐
震
改
修
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
奈
良
市
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
14
条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
耐
震
改
修
の
計
画
の
認
定
を
受
け
た
内
容
の
と
お
り
施
工
さ
れ
て
い
る
と
認
め
た
の
で
通
知
し

ま
す
。

記

1
認

定
年

月
日

年
月

日

2
認

定
番

号
第

号

3
認
定
建
築
物
の
地
名
地
番

4
認
定
建
築
物
の
概
要

用
途

延
べ
面
積

㎡

5
そ

の
他

事
項
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第
12
号
様
式
（
第
16
条
関
係
）

基
準
適
合
認
定
建
築
物
認
定
申
請
取
下
げ
届

年
月

日
（
宛
先
）
奈
良
市
長

申
請
者
の
住
所
又
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

報
告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

年
月

日
付
け
で
受
付
さ
れ
た
基
準
適
合
認
定
建
築
物
の
申
請
に
つ
い
て
、
下
記
の
理
由
に
よ
り
取
り
下
げ

た
い
の
で
、
奈
良
市
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
16
条
の
規
定
に
基
づ
き
届
け
出
ま
す
。

記

1
申

請
年

月
日

年
月

日

2
申
請
建
築
物
の
概
要

3
申
請
建
築
物
の
地
名
地
番

奈
良
市

4
取

下
げ

理
由

※
受
付
欄

※
決
裁
欄

年
月

日

第
号

係
員
印

注
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

第
13
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）

基
準
適
合
認
定
建
築
物
状
況
報
告
書

年
月

日
（
宛
先
）
奈
良
市
長

報
告
者
の
住
所
又
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

報
告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

年
月

日
付
け
第

号
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
基
準
適
合
認
定
建
築
物
に
つ
い
て
、
建
築

物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
24
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
報
告
し
ま
す
。

1
認
定
建
築
物
の
地
名
地
番

奈
良
市

2
認
定
建
築
物
の
概
要

認
定

年
月

日
年

月
日

認
定

番
号

第
号

用
途

階
数

延
べ
面
積

㎡
建
築
面
積

㎡

構
造

3
耐
震
改
修
の
実
施
状
況

着
手
の
年
月
日

年
月

日

完
了
の
年
月
日

年
月

日

4
そ
の
他
報
告
事
項

※
受
付
欄

※
決
裁
欄

年
月

日

第
号

係
員
印

注
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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第
14
号
様
式
（
第
19
条
関
係
）

要
耐
震
改
修
認
定
建
築
物
認
定
申
請
取
下
げ
届

年
月

日
（
宛
先
）
奈
良
市
長

申
請
者
の
住
所
又
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

報
告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

年
月

日
付
け
で
受
付
さ
れ
た
要
耐
震
改
修
認
定
建
築
物
の
申
請
に
つ
い
て
、
下
記
の
理
由
に
よ
り
取
り
下

げ
た
い
の
で
、
奈
良
市
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
19
条
の
規
定
に
基
づ
き
届
け
出
ま
す
。

記

1
申

請
年

月
日

年
月

日

2
申
請
建
築
物
の
概
要

3
申
請
建
築
物
の
地
名
地
番

奈
良
市

4
取

下
げ

理
由

※
受
付
欄

※
決
裁
欄

年
月

日

第
号

係
員
印

注
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

第
15
号
様
式
（
第
21
条
関
係
）

要
耐
震
改
修
認
定
建
築
物
状
況
報
告
書

年
月

日
（
宛
先
）
奈
良
市
長

報
告
者
の
住
所
又
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

報
告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

年
月

日
付
け
第

号
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
要
耐
震
改
修
認
定
建
築
物
に
つ
い
て
、
建

築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
27
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
報
告
し
ま
す
。

1
認
定
建
築
物
の
地
名
地
番

奈
良
市

2
認
定
建
築
物
の
概
要

認
定

年
月

日
年

月
日

認
定

番
号

第
号

用
途

階
数

延
べ
面
積

㎡
建
築
面
積

㎡

構
造

3
耐
震
改
修
の
実
施
状
況

着
手
の
年
月
日
(予
定
を
含
む
)

年
月

日

完
了
の
年
月
日
(予
定
を
含
む
)

年
月

日

4
そ
の
他
報
告
事
項

※
受
付
欄

※
決
裁
欄

年
月

日

第
号

係
員
印

注
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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第
16
号
様
式
（
附
則
第
２
項
関
係
）

要
緊
急
安
全
確
認
大
規
模
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
等
に
関
す
る
報
告
書

年
月

日
（
宛
先
）
奈
良
市
長

報
告
者
の
住
所
又
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

報
告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

○印

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
附
則
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
設
計
及
び
施
工
に

係
る
事
項
の
う
ち
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
も
の
並
び
に
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
ま

す
。 1
敷
地
の
地
名
地
番

奈
良
市

2
設
計
者
又
は
施
工
者
等
の

住
所

・
氏

名
電
話

(
)

3
要
緊
急
安
全
確
認

大
規
模
建
築
物
の
概
要

建
築
確
認
通
知
及
び
適
合
す
る

旨
の
通
知
年
月
日
及
び
番
号

年
月

日
第

号

検
査
済
証
交
付
年
月
日

及
び

番
号

年
月

日
第

号

用
途

階
数

延
べ
面
積

㎡
建
築
面
積

㎡

構
造

4
報

告
事

項

※
受
付
欄

※
決
裁
欄

年
月

日

第
号

係
員
印

注
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

（平成26年３月３１日掲示済）
　　　 　　　
　なら・まほろば景観まちづくり条例施行規則の一部を改
正する規則をここに公布する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第１８号

なら・まほろば景観まちづくり条例施行規則の一部
を改正する規則

　なら・まほろば景観まちづくり条例施行規則（平成２年
奈良市規則第２１号）の一部を次のように改正する。
　第１２条第３号エ中「（昭和４１年奈良県条例第２３号）第７条」
を「（昭和４１年１２月奈良県条例第２３号）第８条」に、「第１０
条第３項」を「第１７条第３項」に、「第１２条第１項」を「第
１９条第１項」に改め、同号オ中「奈良県風致地区条例（昭
和４５年奈良県条例第４３号）」を「奈良市風致地区条例（平
成２４年奈良市条例第６６号）」に改め、同号カ中「（昭和４９年
奈良県条例第３２号）」を「（昭和４９年３月奈良県条例第３２号）」
に改め、同号キ中「（昭和５２年奈良県条例第２６号）」を「（昭
和５２年３月奈良県条例第２６号）」に改める。
　　　附　則
　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

（平成26年３月３１日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則の
一部を改正する規則をここに公布する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第１９号

奈良市近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細
則の一部を改正する規則

　奈良市近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則
（平成１４年奈良市規則第５６号）の一部を次のように改正す
る。
　第２条第３項第１号中「奈良県風致地区条例（昭和４５年
３月奈良県条例第４３号）」を「奈良市風致地区条例（平成
２４年奈良市条例第６６号）」に、「奈良市における奈良県風致
地区条例施行細則（平成１４年奈良市規則第５４号）」を「奈
良市風致地区条例施行規則（平成２５年奈良市規則第２６号）」
に改め、同項第２号中「奈良県風致地区条例第３条」を
「奈良市風致地区条例第３条」に、「奈良市における奈良県
風致地区条例施行細則」を「奈良市風致地区条例施行規則」
に改め、同項第４号中「第５条第３項」を「第１７条第３項」
に、「第１条」を「第１２条第１項」に、「特別地域内行為許
可申請書」を「申請書」に改める。
　　　附　則
　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

（平成26年３月３１日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市古都における歴史的風土の保存に関する特別措置
法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第２０号
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奈良市古都における歴史的風土の保存に関する特別
措置法施行細則の一部を改正する規則

　奈良市古都における歴史的風土の保存に関する特別措置
法施行細則（平成１４年奈良市規則第５５号）の一部を次のよ
うに改正する。
　第２条第３項第１号中「奈良県風致地区条例（昭和４５年
３月奈良県条例第４３号）」を「奈良市風致地区条例（平成
２４年奈良市条例第６６号）」に、「奈良市における奈良県風致
地区条例施行細則（平成１４年奈良市規則第５４号）」を「奈
良市風致地区条例施行規則（平成２５年奈良市規則第２６号）」
に改め、同項第２号中「奈良県風致地区条例第３条」を
「奈良市風致地区条例第３条」に、「奈良市における奈良県
風致地区条例施行細則」を「奈良市風致地区条例施行規則」
に改める。
　　　附　則
　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

（平成26年３月３１日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例施行
規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

奈良市規則第２１号
奈良市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例
施行規則の一部を改正する規則

　奈良市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例施行
規則（昭和５８年奈良市規則第５４号）の一部を次のように改
正する。
　第２条第２項第３号中「奈良県風致地区条例（昭和４５年
奈良県条例第４３号）」を「奈良市風致地区条例（平成２４年
奈良市条例第６６号）」に改める。
　　　附　則
　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

（平成26年３月３１日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則
をここに公布する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第２２号

奈良市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する
規則

　奈良市身体障害者福祉法施行細則（昭和６２年奈良市規則
第２９号）の一部を次のように改正する。

　別記第５号様式中
「５　人工ペースメーカー（有・　　　年　　月　　日手術施行・無）　

を
　　　人工弁移植、弁置換（有・　　　年　　月　　日手術施行・無）」
「５　ペースメーカ　　　（有・無）
　　　人工弁移植、弁置換（有・無）　　　　　　　　　　　　　

に改める。
　６　ペースメーカの適応度（クラスⅠ・クラスⅡ・クラスⅢ）
　７　身体活動能力（運動強度）　（　　　　メッツ）　　　　」
　　　附　則
（施行期日）
１　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市身体障害者福祉法施行細則の規定に基づき作成され
ている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用するこ
とができる。

（平成26年３月３１日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の一部

を改正する規則をここに公布する。
　平成２６年３月３１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第２３号

奈良市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の
一部を改正する規則

　奈良市子ども医療費の助成に関する条例施行規則（昭和
４８年奈良市規則第４０号）の一部を次のように改正する。
　第４条の２第２号イ中「２，０００円」を「１，０００円」に、「１，０００
円」を「５００円」に改める。

　別記第２号様式中
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　乳幼　　　乳　幼　児　医　療　費　受　給　資　格　証　　　　　　を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　
「
　　　　　　　　乳　幼　児　医　療　費　受　給　資　格　証　　　　　　　に改める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　別記第３号様式中　
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　単　　　　子　ど　も　医　療　費　受　給　資　格　証　　　　　　を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
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　　　附　則
（施行期日）
１　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　この規則による改正後の奈良市子ども医療費の助成に
関する条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定
は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以
後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、
施行日前に行われた医療に係る医療費の助成について
は、なお従前の例による。
３　新規則の規定に基づく子ども医療費受給資格証の交付
は、施行日前においても行うことができる。
４　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定に
基づき作成されている乳幼児医療費受給資格証及び子ど
も医療費受給資格証は、当分の間、新規則別記第２号様
式から第３号様式の２までの規定に基づく乳幼児医療費
受給資格証及び子ども医療費受給資格証とみなす。

（平成26年３月３１日掲示済）

「
　　　　　　　　子　ど　も　医　療　費　受　給　資　格　証　　　　　　　に改める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　別記第３号様式の２中
「
　　　　単　　　　子　ど　も　医　療　費　受　給　資　格　証　　　　　　を
　　　

入院のみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
　　　入院のみ　　子　ど　も　医　療　費　受　給　資　格　証　　　　　　に改める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
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